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与那国町議会で否決された決議文案です。（説明文：沖縄・一坪反戦地主会関東ブロック） 
 

与那国町への「自衛隊誘致決議の撤回」と「誘致活動の中止」を求める要請決議（案） 
 
 与那国町への自衛隊の配備に対しては、賛否両論を含め、町民には様々な意見が存在しています。にもかか

わらず、決して一様に括ることのできない町民の意見も、島のあり方の根本と将来に関わる問題についての然

るべき論議も､町民による意思表示の機会もまったくないがしろにされたまま、2008 年・与那国町議会（９月

定例議会）において､住民不在の「自衛隊誘致決議」が強行されました。 
 私たちは、島おこしの基本は、「心豊かに、安心・安全に暮らせる島を守ること」、「住民が主体となり、島

の自立（自律）的な発展を目指すこと」、「住民自治を基本に、先人から受け継いできた島の宝、与那国町の資

産を次世代に継承すること」にあると考えます。 
 そうした中、「自衛隊の配備」を、あたかも島の発展の切り札のごとく位置づけ、その必要性や正当性を一

方的に主張し､－人ひとりの住民の意向などまったく顧みることなく､まさに独断専行による自衛隊誘致が進

められています。 
 このことは､「島の自立(自律)的発展｣に逆行するものであり、同時に、地方自治の礎である住民の意思、民

主主義の拠りどころである民意を愚弄する暴挙であり、決して看過することはできません。 
 自衛隊を「企業誘致」になぞらえる向きもあります｡しかし、そのような外部依存、他力本願の「活性化」

や「振興」の行き着く先に、果たして、私たちが望む「島の将来像」があるのでしょうか。 
 同じく国境の島で、陸海空自衛隊の基地が存在する長崎県の対馬では、昭和 35 年には約７万人いた人口が

現在は約３万５千人と半減しています。この現実からも分かるように、自衛隊の配備は人口減少を食い止める

手段には成り得ません。また、自衛隊自体は、何ら生産活動を行わないので、地場産業の振興にも、過疎対策

にも成り得ません。自衛隊は、あくまでも「軍事による防衛」を目的とする組織であって、決して「地域振興」

のための組織ではない。まず、至極当然の認識に立つ必要があります。 
 このような実態と本質に照らしても、自衛隊配備が人口減少を食い止め、島を活性化する切り札であるとす

る「誘致論」が不毛であることは明らかであります。むしろ、自衛隊配備を通じて何らかの利益を得る、ある

いは得ようとしている－部の人たちだけのための「誘致」であって、自衛隊の配備は、すべての町民に寄与す

るものではありません。 
 与那国町民は、必ずしも「自衛隊」の存在あるいは活動そのものに反対する意識が強いとは言えません。し

かし、その一方で、過去の沖縄戦の悲惨な現実、とりわけ日本軍が住民を守るどころか数え切れぬ尊い命の犠

牲を招いたという歴史を沖縄県民は忘れてはいません。「有事に攻撃対象となる軍事基地は島に置きたくな

い。」という意識は、こうした悲劇の歴史体験と真実に根ざしたものであり、私たち与那国町民を含む沖縄県

民に、強く刻み込まれています。 
さて、日米地位協定第２条は、「自衛隊基地と米軍との共同使用」を定めております。昨年策定された「防

衛大綱」が目指している「米軍と自衛隊の一体的運用」、「基地の有化等による基地機能の強化」等の方針ある

いは今後の方向性に鑑みれば、与那国町への自衛隊基地の誘致は、与那国空港や祖納港の軍民共用化、そして、

自衛隊と米軍による日米共同使用に自ら道を切り開く軽挙妄動に他なりません。私たちは、住民をないがしろ

にした一連の「自衛隊誘致」の過程を問題視しているだけではなく、自衛隊の駐留以降に展開していくであろ

う軍事機能の強化・拡大、米軍との共同使用への懸念など、「自衛隊配備」に伴って島の平和を脅かすと考え

られる種々の事態、与那国の将来を強く危倶しています。 
 それを証明するかのように、先日の沖縄タイムス報道（2011 年９月 15 日）では、復帰後初の県内民間港へ

の入出港となった、2007 年６月の「米海軍掃海艦２隻による祖納港寄港」を取り上げています｡その際、当時

の在沖米国総領事が、「与那国は台湾海峡有事の際に掃海拠点となり得る。」として、有事における同港の軍事

利用を検討するよう本国政府に促していたことも明らかにされています。これは、「ウィキリークス」が公開

した同総領事館発の 2007 年６月 27 日付「極秘」公電に記載されているものであります。 
 この公電の中、当時のケビン・メア一総領事は、掃海艦「ガーディアン」と「パトリオット｣の祖納港寄港

について、「作戦上、重要な意義がある」と明言しています。住民 1700 名ほどの小さな島であることから、



補給面での支援は最小限にとどまるだろうとする一方、祖納港は「掃海艦の安全な入港に十分な深さがあり、

おそらく４隻の掃海艦を同時に港に入れることが出来るだろう」とも報告しています。また、祖納港から 3．
2km 以内に、2000 メートル滑走路を持つ与那国空港があり、「ヘリコプターが掃海鑑の支援でこの空港を利

用すれば、台湾に最も近い前方の日本領土として、台湾海峡が有事の際には、掃海活動の拠点となり得る｡」

とも報告しています。 
 ４年以上の時を経た現在でも、この米軍掃海艇の寄港は、島の今後と将来に深刻な影を落としている憂慮す

べき問題であり、不問に付すことはできません。この件について、自衛隊誘致を進めている与那国防衛協会の

金城信浩会長は、「2007 年の寄港当時は、休養目的と聞かされた。掃海艦の拠点など我々もまったく考えてい

ない話だ。」等のコメントを出しております。また、「小さな島に米軍が入るということは、プラスよりもマイ

ナス面が大きいと感じる。米軍が島を軍事的に利用する事については、外間町長も含め、初めから否定してい

た。」等のコメントも発しています。 
与那国町の反対を押し切って強行された当時の祖納港への寄港は、「乗組員の休養」等を表向きの目的・理

由としていました。しかし、真の目的は軍事利用のための「実態調査」であり、そのことが今、改めて明らか

になったと言えます。私たち与那国町民は、この米軍掃海艇による強制入港、軍事利用のための実態調査が行

われたという「現実」をも見据えた上、この島への自衛隊誘致の是非を改めて問い、考え直し、然るべき結論

を導き出さなければならないと考えます。 
 この点からも、与那国町への自衛隊配備は、まさに米軍との共同使用に直結し得るものであり、さらに、そ

の結果、この与那国に重大な事件・事故を巻き起こす懸念をも抱えたものであることは明らかであります。次

世代への責任を含め、私たちは、自ら災禍を招き入れるような選択を行ってはならないと考えます。 
 先般、７月 17・18 日に与那国町を訪れた岡田克也前民主党幹事長は、町長と意見交換をしました。また、

その後の町民との意見交換後の記者会見で、岡田前幹事長は次のようなコメントを残しています。 
｢南西諸島への配備は必要と考える。具体的に与那国へ配備するかどうかは、よく話し合って欲しい。入り口

で賛成反対があるようでは、島にとっても、自衛隊にとっても良いことではない｣。ここでも、「住民の合意形

成」の必要性が改めて示されたものと言えます。 
 先日（2011 年９月 20 日）与那国改革会議の崎原正吉議長から、与那国町長と与那国町議会議長に対し、与

那国への「自衛隊誘致決議」の撤回と誘致活動の中止を求める 556 筆の署名、同時に、「自衛隊誘致に関する

署名撤回について」の意思表示のあった 26 筆の署名をもって、要請行動がありました。（与那国町民／556
筆、島外／1775 筆、総計 2331 筆) 
署名撤回の 26 筆を含め、双方の署名数を精査すれば、「自衛隊誘致に関する署名」は計 488 筆、「自衛隊誘

致決議の撤回と誘致活動の中止」を求める署名は計 556 筆となります。「自衛隊誘致」に反対の意思を明確に

した住民が多数を占めているにもかかわらず、これに背き、まさに逆行する自衛隊誘致は、その方針も、活動

も､即刻中止すべきであります。 
 今、与那国町は、「自衛隊誘致」をめぐって島が二分し、島民間の不毛な対立すら招いている最悪の状況に

あります。「自衛隊誘致」は、この島の民意ではありません。「心豊かに、安心・安全に暮らせる島を守る」、

「住民が主体となり、島の発展を目指す」、「先人から受け継いできた島の宝、与那国町の資産を次世代に継承

する」ことこそ、多くの住民が望んでいる島のあるべき姿であり、民意であると考えます。住民の幸せ、島の

自立と発展、次世代を見据えた島づくりの原点に立ち返り、まさに今、自衛隊誘致決議の撤回、誘致活動の中

止を決定すべきであります。 
 我々は、地方自治の理念に基づき、「議会ならびに行政は、民意を把握し、それに応じるべき。」と考え、以

下、決議を要請します。 
与那国町長並びに与那国町議会は、速やかに与那国町への「自衛隊誘致決議の撤回」と「誘致活動の中止」

を決意し、防衛大臣をはじめ、島内外に表明すべきであります。 
 
上記、決議する。 
    平成 23 年９月 22 日 
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 内閣総理大臣、防衛大臣、沖縄県知事、沖縄県議会議長 


